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○能美市議会政務活動費の交付に関する規則

平成１８年６月１４日

議会規則第１号

(趣旨)

第１条 この規則は、能美市議会政務活動費の交付に関する条例(平成２４年能美市

条例第３９号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必

要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第２条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経

由して様式第１号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(交付決定)

第３条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった議員について交付すべき年

間分の政務活動費の額を決定し、当該議員に様式第２号による政務活動費交付決定

通知書により通知するものとする。

(交付請求)

第４条 議員は、政務活動費の交付日の２０日前までに、市長に対し様式第３号によ

り政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第５条 議長は、条例第６条第１項又は第３項の規定により提出された収支報告書

(様式第４号)等の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第６条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調

製するとともに、様式第５号から様式第９号までの各様式により、領収書その他の

証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の

日から起算して５年を経過する日まで保管しなければならない。

(収支報告書等の閲覧)

第７条 条例第８条第２項の規定による収支報告書等の閲覧は、当該収支報告書等に

係る政務活動費の交付を受けた日の属する年度の翌年度の７月１日から始めるもの
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とし、その期間は条例第８条第１項に規定する収支報告書等を保存する期間とす

る。

２ 条例第８条第２項の規定による閲覧をしようとする者は、政務活動費収支報告書

等閲覧申請書(様式第１０号)を議長に提出しなければならない。

３ 議長は、前項の規定による請求があったときは、次に定める収支報告書等に記載

されている情報のうち能美市情報公開条例(平成１７年能美市条例第８号)第６条各

号に該当する情報を除き、閲覧に供するものとする。

(１) 収支報告書

(２) 項目別集計表

(３) 領収書

(４) 支払証明書

(５) 政務活動に係る行政視察等届出書及び調査結果報告書

４ 収支報告書等の閲覧は、次に定めるところによる。

(１) 閲覧できる場所 議長が指定する場所

(２) 閲覧できる日 能美市の休日を定める条例(平成１７年能美市条例第２号)第

１条に規定する市の休日でない日

(３) 閲覧できる時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで

５ 閲覧情報の写しの交付を受けようとする者は、能美市情報公開条例第１１条に規

定する費用負担の例により、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならな

い。

６ 議長は、閲覧者が収支報告書等を汚損又は破損等の行為をしたり、職員の指示に

従わない場合は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(その他)

第８条 この規則に定めるもののほか、政務活動費の運用に関しては、議長が別に定

める。

附 則

この規則は、平成１８年７月１日から施行する。

附 則(平成２１年４月１日議会規則第２号)
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(施行期日)

１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この規則による改正後の能美市議会政務調査費の交付に関する規則の規定は、こ

の規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付する政務調査費について適

用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

附 則(平成２５年３月１日議会規則第１号)

(施行期日)

１ この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

２ この規則による改正後の能美市議会政務活動費の交付に関する規則(以下「新規

則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に交

付する新規則に規定する政務活動費について適用し、施行日前に交付されたこの規

則による改正前の能美市議会政務調査費の交付に関する規則(以下「旧規則」とい

う。)に規定する政務調査費については、なお従前の例による。

附 則(平成２９年３月２８日議会規則第１号)

(施行期日)

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

(経過措置)

２ この規則による改正後の様式第７号及び様式第８号の規定は、平成２６年度分以

降の政務活動費から適用する。

附 則(令和３年３月２５日議会規則第２号)

この規則は、令和３年４月１日から施行する。
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様式第１号(第２条関係)

様式第２号(第３条関係)

様式第３号(第４条関係)

様式第４号(第６条関係)

様式第５号(第６条関係)

様式第６号(第６条関係)

様式第７号(第６条関係)

様式第８号(第６条関係)

様式第９号(第６条関係)

様式第１０号(第７条関係)


